
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

 

平成１９年８月１７日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

スパチェア（炭酸ゲルマスパチェア） 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、足浴（フットバス）及び腕浴（アームバス）をするものである。足浴・

腕浴によって足・腕の角質を取り除きやすくなる。 

椅子（スパチェア）、足浴・腕浴部及びコントロールユニットから構成され、椅

子にはマッサージ用の直流電動機を内蔵するものがある。 

使用者は、椅子に座り、足浴部に適温の湯を注ぐと内蔵ポンプによって腕浴部

との間で湯が循環される。湯は内蔵のヒーターによって設定温度（最高４７℃）

に維持される。 

 

○構造、仕様、意匠 

 椅子に内蔵されるマッサージ用の直流電動機には、外部接続の直流電源装置を

介して電力が供給される。椅子は他の部分から電気的に独立している。 

 定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、１.２ｋＷ（ヒーターを含む。） 

     湯量３５Ｌ 

 

○主な使用者、販売先 

エステテイックサロン等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「その他の理容用電動力

応用機械器具」として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、ポンプで湯を循環させ、足浴及び腕浴をすることにより、足及び腕の

角質を取り除きやすくするものであることから、「その他の理容用電動力応用機械

器具」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 なお、椅子に内蔵されるマッサージ用の直流電動機は、外部接続の直流電源装置

を介して電力が供給され、構造上、他の部分から電気的に独立していることから、

「電気マッサージ器」には該当しない。 

 


